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問 29 「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について（経営組織の見直しにつ

いて）」P9 において、「所轄庁は、評議員の申立てが権限濫用と認められる場合には、評

議員会の招集を許可しないことができる。」とあるが、どのような場合が権限濫用と認め

られるのか。 

（答） 

１．権限濫用と認められる場合とは、例えば、 

・ 平成 28 年 6 月 20 日付け事務連絡「社会福祉法人制度改革における理事等の解任につ

いて」において示したとおり、理事等の解任事由は法人運営に重大な損害を及ぼすよう

な重大な義務違反等がある場合に限定されると解されるが、このような場合に該当しな

いにもかかわらず、不当な動機により、又は議題が法人の利益に適合せず決議が成立す

る見込みのないことが客観的に明らかにもかかわらず、評議員会を招集しようとする場

合である。 

 

役員 

問 30 関係行政庁の職員から役員を選任することは可能か。 

（答）  

１．関係行政庁の職員が社会福祉法人の役員となることは、法第 61 条第 1 項の公私分離の

原則に照らし適当でない。 

２．社会福祉協議会にあっては、その目的である地域福祉の推進を図るための行政との連携

が必要であることから、関係行政庁の職員が、その役員となることが可能である（法第

109 条第 5 項及び第 110 条第 2 項）。ただし、当該社会福祉協議会の役員総数の五分の一

を超えてはならない。（法 109 条第 5項及び第 110 条第 2項） 

 

問 31 新制度の理事、監事、評議員の任期について教えていただきたい。 

（答） 

１．理事の任期 

  理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度会計年度のうち最終のものに関する

定時評議員会の集結の時までとされる（法第 45 条）。ただし、定款によって短縮すること

は可能（法第 45 条ただし書）。 

  任期の終期が、「定時評議員会の終結の時まで」とされているのは、評議員会で選任さ

れることに鑑み、次の選任の前に任期切れとなり欠員状態が生じるのを防ぐためである。 

  例えば、４月１日から３月末までを会計年度としている法人で、定時評議員会を毎年６

月末に行っている法人の理事の任期を例にすると、平成 30 年６月末の定時評議員会で理

事を選任した場合の理事の任期は平成 32 年６月末の定時評議員会までの２年間となるが、

平成30年４月中旬に行った臨時評議員会で理事を選任した場合の理事の任期は平成3231

年６月末の定時評議員会までの１２年３２ヶ月間余となる。 

 

２．監事の任期 
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  監事の任期についても、同様である。 

  

３．評議員の任期 

  評議員の任期は、原則として、選任後４年以内に終了する事業年度会計年度のうち最終

のものに関する定時評議員会の終結の時までとされる（法第 41 条第１項）。定款で「４年」

を「６年」まで伸長することは可能（同項ただし書）。 

 

問 32 理事の任期を「２年」の確定期間とする定款の規定は許されるか。 

（答） 

１．理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度会計年度のうち最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までであり、定款によって短縮することが可能とされている（法

第 45 条ただし書）が伸ばすことはできない。 

 このため、理事の任期を「２年」とする規定を設けると、定時評議員会で理事を選任し

た場合は特段の問題はないものの、他方で、例えば、年度末の臨時評議員会で理事を選任

した場合（３月末決算の法人が３月中旬の臨時評議員会で理事を選任した場合）には、理

事の法定の最長の任期を伸長することなる。 

２．したがって、そのような規定を設けることは適当ではない。 

 

（参照条文） 

 （役員の任期） 

第四十五条 役員の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員

会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。 

 

問 33 新制度の理事及び監事の任期の起算点はいつか。理事及び監事の選任に際し、選任

決議の効力発生時期を遅らせたり、就任承諾日を遅らせることにより、任期の起算点を遅

らせたりすることはできるか。 

（答） 

１．新制度の理事及び監事の任期の起算点は、いずれも「選任時」（選任決議をした時）と

なる（法第 45 条）。 

 ある者が、社会福祉法人の理事又は監事となるには、評議員会の選任行為（選任決議）

と被選任者の就任承諾とが必要となる（同法第 38 条参照）が、任期の起算点を「就任時」

とすると、就任承諾は被選任者の意向に委ねられる結果、評議員会の選任決議と就任承諾

との間に長期間の隔たりがある場合などにおいて、任期の終期が評議員会の意思に反する

事態が生じかねないため、任期の起算点は、評議員会における「選任時」となる。 

例えば、会計年度末が３月の法人が、３月下旬に開催した臨時評議員会で理事の選任決

議を行い、当該理事の就任承諾が６月１日になされたとしても、任期の起算点については、

選任決議の日となる。 

２．なお、例えば、会計年度末が３月の法人が、３月下旬に開催した臨時評議員会で理事の


